
 

公益社団法人北海道交通安全推進委員会交通遺児奨学部会規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人北海道交通安全推進委員会定款第４１条の規定に基づき、交通遺児

奨学部会（以下「部会」という。）に関する基本的事項を定めることにより、その公正かつ円滑な運

営を図ることを目的とする。 

 

（権限） 

第２条 部会は、次の事項について決議する。 

（１）交通遺児奨学金規程に定める奨学生の決定のほか、奨学金の貸付、変更及び減免等に関すること。 

（２）交通遺児見舞金及び給付金支給規程に定める給付金の支給決定等に関すること。 

（３）交通遺児に係る規程に関すること。 

（４）その他部会長が必要と認める事項に関すること。 

 

（委員の構成） 

第３条 定款第４１条第２項に規定する部会の委員は、次の機関・団体等に所属する者で構成する。 

（１）北海道教育委員会 

（２）北海道市長会 

（３）北海道町村会 

（４）公益財団法人北海道高等学校奨学会 

（５）社会福祉法人北海道社会福祉協議会 

（６）独立行政法人自動車事故対策機構札幌主管支所 

（７）石狩地区交通安全推進協議会 

（８）札幌市交通安全運動推進委員会 

（９）一般財団法人北海道交通安全協会 

(10) 公益社団法人北海道交通安全推進委員会 

２ 前項において、部会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることが 

できる。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する理事会の終結の

時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠等により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（部会長の設置等） 

第５条 部会に、部会長を置き、第３条第１項第１０号に規定する委員がこれに当たる。 

 

（部会長の職務） 

第６条 部会長は、次の職務を行う。 

（１）部会を招集すること。 

（２）部会の議事進行に関すること。 

（３）その他部会運営に関すること。 

 ２ 部会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ部会において定めた順序により、他の委

員がこれに当たる。 

 

（定足数） 

第７条 部会は、委員の過半数以上の出席がなければ部会を開催することができない。 

 

 



（決議） 

第８条 部会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、部会

長の決するところによる。 

 

（報告） 

第９条 部会長は、議決事項について、次の理事会に報告しなければならない。 

 

（会議録） 

第 10条 部会の議事については、書面をもって会議録を作成しなければならない。 

  

（補則） 

第 11条 この規程の実施に際し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附   則 

 

 この規程は、本委員会の設立登記のあった日（平成２３年３月１日）から施行する。 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 


